
「カード番号等の適切な管理およびカードの不正使用対策」に関するご案内
2018年6月1日、割賦販売法の一部を改正する法律（改正割賦販売法）が施行され、クレジットカード等を取り扱う加盟店様に、「クレジットカード番号等の適切な管理」および「クレジット
カード番号等の不正利用の防止」が義務づけられています。また、加盟店契約カード会社においても加盟店様についての「各種調査・調査結果の記録」が義務づけられ、その調査等を適
切に遂行する体制の整備が求められています。
つきましては、加盟店様にご対応いただく対策の概要を以下に記載しますので、ご参照ください。
1.カード情報の漏えい対策のため、原則として「カード情報の非保持化」（※1）をすること。カード番号等を保持するのであればカード情報セキュリティの国際基準である「PCIDSS」（※2）
に準拠すること。
2.不正使用対策として、オンライン販売の加盟店様は、システムやWebサイトの「脆弱性対策」を講じるとともに、EMV3-Dセキュア導入や適切な不正ログイン対策を実施すること。
3.加盟店申込時または加盟後に当社へ届出された事項及び契約内容等に変更が生じた場合は、速やかに当社まで届出すること。
・商号、名称、店舗名、所在地、代表者情報、口座情報、取扱商材等に変更がある場合
・店頭販売、通信販売等の販売方法に変更がある場合
・訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務、連鎖販売、業務提供誘引販売のいずれかひとつでも新たに行っている場合
・カード情報保護対策または不正利用対策の内容に変更がある場合
4.貴社が次のいずれかに該当し、貴社とは別の事業者が経営するテナント・店子が、貴社経由でクレジットカードを取り扱っている場合は、当社まで届出すること。
・貴社が運営する施設内またはECサイト内で、貴社とは別の事業者が経営するテナント・店子が存在する場合
・貴社がフランチャイズを展開している場合
・貴社が包括事業を展開している場合
※1「カード情報の非保持化」とは、「カード情報」を電磁的に送受信しないこと、すなわち加盟店様で保有する機器・ネットワークにおいて「カード情報」を電磁的情報として「保存」、「処理」、「通過」しないことをいいます。
※2「PCIDSS」とは、クレジットカード会員データを安全に取り扱うことを目的として策定された国際基準です。詳しくは、日本カード情報セキュリティ協議会のホームページをご参照ください。

「売上票（通信販売加盟店用）」の送付

クレジットカード端末機を設置されていない加盟店

！金額訂正はできません。誤って記入した場合は、売上票を
再作成してください。取消（返金）は金額の前に“▲”をご
記入ください。 

（１）お客様情報の確認

（2）カード有効性の確認／承認番号の取得

  お客様へ下記項目についてご確認ください。
　　　　・会員番号：ダイナースクラブの会員番号は14桁（4桁-6桁-4桁）です。
　　　　・会員氏名：お客様ご本人以外の名義のカードはご使用いただけません。
　　　　・有効期限：有効期限切れのカードは、お取り扱いいただけません。
　　　　・支払方法：一回払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い

※リボルビング払い、ボーナス一括払いのお取り扱いは、個別に認めた加盟店に限らせていただきます。　　　　

・クレジットカード端末機／クレジット決済代行会社をご利用でない場合は、お取引の「全件」について、ダイナースクラブ オーソリセンター
までご照会ください。「承認番号」をお知らせします。
・クレジットカード端末機／クレジット決済代行会社をご利用の場合は、それぞれの「取扱手順」に従ってお取り扱いください。
◆ご加盟時にご照会いただく金額を別途設定させていただいた場合は、当該金額を超える場合にご照会ください。
◆クレジットカード端末機をご利用の加盟店におきましての「ダイナースクラブ」の「会社（取引先）コード」は、
3桁の場合「１１０１」、5桁の場合「999660660」となります。

・商品の発送後、「売上票（通信販売加盟店用）」を作成し
てください。
・ダイナースクラブ所定の【売上票（通信販売加盟店用）】
に加盟店名・加盟店番号・支払区分をご記入ください。
・支払区分ごとに会員番号・有効期限・売上日・売上額・
承認番号・小計をご記入ください。
◆売上の日付は「承認番号」取得日とします。
◆売上金額は税・送料等を含む総利用金額とします。

「売上票（通信販売加盟店用）」の作成

ダイナースクラブ ロゴマーク表示のお願い
ダイナースクラブ会員は、ダイナースクラブのロゴマーク表示の有無で店舗での利用可否を判断します。
必ずロゴマークの表示をお願いします。

●ダイナースクラブ ロゴマークのダウンロード         
貴店ホームページ上などに表示いただけるロゴマークをダウンロードいただけます。 
www.diners.co.jp ▶  加盟店の方へ　  ▶  ロゴマークのダウンロード  

ダイナースクラブカードお取り扱いのご案内
ー通信販売ー

平素は、ダイナースクラブカードをお取り扱いいただき、誠にありがとうございます。
カード取り扱い方法をご案内しますので、ぜひ、お手元に保管のうえ適宜ご参照ください。
今後とも、ダイナースクラブカードをよろしくお願いします。

ダイナースクラブカードのお取り扱い方法

三井住友トラストクラブ株式会社

【売上票の送付】
ご送付の際は、「売上票送付用封筒」をご利用ください。

裏

ご記入ください。

売上票送付用封筒表

②「売上票」と「売上集計表」の ダイナースクラブ行 を専用封筒に入れてお送りくだ
さい。
　※売上票は原則として、1週間ごとに集計しお送りください。
※事故防止のため、簡易書留、宅配便など追跡確認のできる方法でお送りください。
※クレジットカード端末機／クレジット決済代行会社をご利用の場合は、それぞれの
「取扱手順」に従ってお取り扱いください。

加盟店番号
加盟店名
担当者
電話番号

売上集計表（売上票・ロイヤルチェック）・加盟店控

加盟店番号

加盟店名

－　　　　　） 　　　　　（LET名者当担

※ロイヤルチェックのお取扱い契約がない加盟店
は、予めご契約手続きをお取りください。
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※こちらの売上集計表は、後日
ご案内いたします「送金通知
書」とご照合ください。

14C-1574・22-809

※該当の支払区分を選択し取扱種別ごとに集計してください。
※異なる取扱種別を混在しないよう集計してください。
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※売上額合計がマイナスの場合、金額の前に＂－＂または＂△＂をご記入ください。
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10,000円
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【売上集計表記入例】

加盟店番号
加盟店名
担当者
電話番号

売上票枚数・合計金額

①ダイナースクラブ所定の「売上集計表」に、
売上票件数と売上合計金額、およびご担当
者のお名前・ご連絡先をご記入ください。
※一回払い、リボルビング払い、ボーナス一
括払いの支払区分ごとに「売上集計表」
を作成してください。

見本

簡易書留

三井住友トラストクラブ株式会社
ダイナースクラブ  加盟店精算チーム    行

加 盟 店 名

ご担当者名

平日 9：30～17：30（土・日・祝日休）

加盟店デスクで承ります。

売上票、ロイヤルチェックはご契約上の締日までに当社必着にて
お送りください。

17MK-R2569-201803
（22-801）

03　6770　2787
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25MK-0400_202508・23-822D

●

／

ダイナースクラブ オーソリセンター

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6852-0909におかけください。

●
●

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6852-0928におかけください。

（月～金10：00～17：00／土・日・祝・12/30～1/3休）

売上データ締日と送金日 

【ご案内・注意事項】
●オンライン伝送による売上データは、上記締日が土・日・祝日の場合でも受付します。
●売上票（紙伝票）でのご精算は、上記売上データ締日までに当社必着でご送付ください。土・日・祝日の場合は、その前営業日必着になります。
●リボルビング払い・ボーナス一括払いのお取り扱いは、個別に認めた契約に限らせていただきます。
●送金日が金融機関休業日の場合は、その前営業日となります。

（例）毎月15日締の場合

・このチャートは基本の締日と送金日のご案内となります。一部の加盟店様においては、このパターン以外のケースもあります。

支払区分 取扱期間
通年

12月16日～6月15日
7月16日～11月15日

夏期
冬期

毎月15日 翌月15日
7月15日 8月15日
12月15日 1月15日

売上データ締日 送金日
一回払い　リボルビング払い

ボーナス一括払い
（取扱い可能金額：1円以上）

加盟店インターネットサービスをご利用ください 

ご送金額のご照会や加盟店用品のご注文などのサービスがインターネットで24時間いつでもご利用いただけます。
本サービスにご登録いただきますと、従来の「送金通知書」に代わりご登録いただいたEメールアドレスに「送金通知書更新のお知らせ」
をお送りします。

詳しくは、ダイナースクラブ ウェブサイトをご覧ください。
www.diners.co.jp▶ 加盟店の方へ ▶ 加盟店インターネットサービス
ご登録後は、送金データ更新のお知らせをご登録のEメールアドレスにお送りしますので、お手元のパソコンからご送金額をご確認ください。
 ！ 送金通知書は郵送されなくなりますのであらかじめご了承ください。


